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●医療制度が変わります

―区役所いつでも電話サービス―

葛暮らしのちょっとしたお問い合わせは
緯緯♯８８０♯８８０００　　　緯緯３３７２３３７２‐‐８８００８８００または

医医 療療 制制 度度 がが 変変 わわ りり まま すす
老人保健制度から後期高齢者医療制度へ　

疾病の早期発見・治療に加え生活習慣病の予防重視へ

医療保険制度は、皆さんが安心して医療が受けられるようにするための制度です。
急速な高齢化や医療の高度化にともない医療費が急増する中で、この制度を安定的にかつ継続して運営していく
必要があります。
こうした状況を踏まえて、４月から、７５歳以上のすべての高齢者を対象とした「後期高齢者医療制度」の施行に
加え、予防重視の観点から内臓脂肪症候群（メタボリックシンドローム）に着目した「特定健診・特定保健指導」
が始まります。

現行の老人保健制度の対象の方
と、２月以降に７５歳になる方は、
４月から国民健康保険など、そ
れまで加入していた医療保険の
資格を喪失し、後期高齢者医療
制度に自動的に移行します。
都内のすべての区市町村が加入
する「東京都後期高齢者医療広
域連合｣が運営し、区は身近な窓
口として届出などの受付と保険
料の徴収などを行います。
害害問い合わせは、国保年金課
後期高齢者医療制度準備担当
へ。

近年、糖尿病や心筋梗塞、脳卒中などの
生活習慣病は死亡原因の上位を占め、
重篤な障害の原因になっています。効
果的な予防には、早い段階から生活習
慣の改善に取り組むことが必要です。
そのため、生活習慣病発症の前段階と
いわれる内臓脂肪症候群（メタボリッ
クシンドローム）に着目し、健診項目
に腹囲が加わります（特定健診）。
また、健診結果に応じて、生活習慣改善
のための情報提供や支援を行います
（特定保健指導）。
害害問い合わせは、国保年金課特定健
診・保健指導担当へ。

〈３月までの健診制度〉
社会保険加入の方国民健康保険

加入の方対象年齢 本　人家族などの被扶養者

区民健診（申し込み制）　※職場等で健診機会のない方
３０～３９歳
４０～７４歳
７５歳以上

〈４月からの新しい健診制度〉
社会保険加入の方国民健康保険

加入の方対象年齢 本　人家族などの被扶養者
成人健診（申し込み制）　※職場等で健診機会のない方３０～３９歳

加入している健康保険組合等による
特定健診・特定保健指導

杉並区国民健康
保険による特定健
診・特定保健指導

４０～７４歳

後期高齢者健診
（区が東京都後期高齢者医療広域連合から委託を受け実施）７５歳以上

※生活保護を受給している方も、今まで通り各健診を受けることができます。

詳細は４面へ

2「特定健診」・「特定保健指導」が始まります

1 「老人保健制度」から「後期高齢者医療制度」に変わります

区民健診の一環として 詳細は２・３面へ

⇩

自 己 負 担 額

現役並みの所得が
ある方は３割負担
です。 １ 

割

原則１割負担

窓口での自己負担
額は変わりません
煙現在の老人保健制度と同様
に、医療機関等の窓口での自己
負担の割合は１割です。また、
現役並みの所得者は３割です。

⇩

保　険　証

煙新しい保険証は
個人ごとに交付し
ます（手続きは必要
ありません）。３月
中に配達記録郵便
で郵送します。

新しい
保険証

窓口で提示するもの

保険証
医療受給者証

窓口で
提示するもの

2枚が…

1枚に ！

後
期
高
齢
者医療

制
度

老
人

保
健
制
度

⇩
一人ひとり全員が負担
煙保険料は原
則として年金
から徴収しま
す。

被用者保険の場合＝被保険者
国民健康保険の場合＝世帯主

保険料を負担する方

保　険　料
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４月から「後期高齢者医療制度」が始まりま４月から「後期高齢者医療制度」が始まりますす

　上の図は、後期高齢者医療制度に必要な費用を、だれがどれだけ
負担するかを表しています。
　患者の医療機関等の窓口負担を除いて、原則として公費で５割、
各保険者（社会保険など）からの支援金で４割、後期高齢者医療制

度の加入者の保険料で１割を負担して制度の運営費に充てます。
　この他、事務経費などは、東京都後期高齢者医療広域連合に加入
している各区市町村が負担しています。

【後期高齢者医療制度の保険料】

　保険料は、被保険者全員が負担する均等割額と、所得に応じて負
担する所得割額の合計額で算出し、被保険者一人ひとりに賦課徴収
します。
　東京都後期高齢者医療広域連合では、２０年度からの保険料を条例
で以下の金額に定めました。

【低所得者に対する軽減措置の基準】

　世帯の被保険者と世帯主の総所得金額等の合算額が、右上表の基
準を超えない世帯の被保険者は、均等割額が減額されます。

【東京都後期高齢者医療広域連合が独自に実施する軽減策】

　東京都後期高齢者医療広域連合では、前項の軽減措置に加え、さ
らに低所得の方に対する保険料負担の軽減策を実施する予定です。
詳細は、決定次第お知らせします。

〈年間保険料額のモデルケース〉
年間保険料額所得割額均等割額軽減率収入額（年金収入）世　帯
１万１３００円０円１万１３４０円７割減額１５３万円例①

単　

身

２万１１００円９８４０円１万１３４０円７割減額１６８万円例②
６万３０００円３万２８００円３万２４０円２割減額２０３万円例③
７万３８００円３万６０８０円３万７８００円ー２０８万円例④
２万１１００円９８４０円１万１３４０円

７割減額
夫：１６８万円

例①

夫　

婦

１万１３００円０円１万１３４０円妻：１３５万円
４万４４００円２万５５８４円１万８９００円

５割減額
夫：１９２万円

例②
１万８９００円０円１万８９００円妻：１３５万円
８万６０００円５万５７６０円３万２４０円

２割減額
夫：２３８万円

例③
３万２００円０円３万２４０円妻：１３５万円
１３万４２００円９万６４３２円３万７８００円

ー
夫：３００万円

例④
３万７８００円０円３万７８００円妻：１５３万円

※１００円未満は切り捨てになります。

制度概制 度 概 要要

害害問い合わせは、国保年金課後期高齢者医療制度準備担当へ。

【対象となる方（被保険者）】

①７５歳以上の方
②６５歳以上７５歳未満の方で、一定の障害の状態
にあると認定を受けた方
　後期高齢者医療制度へは７５歳の誕生日または認定の日から加入
になります。
　障害認定を受けて老人保健制度に加入の方は、制度開始前に手続
きを行えば、後期高齢者医療制度に加入しないことができます。

【加入手続き】

　現行の老人保健制度による医療の対象の方と、新たに７５歳にな
る方は、区で加入資格の確認を行いますので、特に手続きは必要あ
りません。
　被保険者証は、３月中に配達記録郵便で郵送します。４月以降新
たに７５歳になる方には、誕生日の前までに、郵送します。

【窓口で支払う自己負担の割合】　　

　現行の老人保健制度と同様に、一般の方が１割、現役並み所得者
が３割です。
　ただし、所得などに応じて１カ月あたりの自己負担限度額が定め
られています（右表左側）。
　窓口負担３割となる現役並み所得者に該当するかどうかは、同一
世帯の被保険者の所得と収入により判定されます。

【食費・居住費の標準負担額】

　現行の老人保健制度と同様、標準負担額を負担します（金額に変
更はありません）。

【後期高齢者医療制度の給付】

　現行の老人保健制度と同様に、療養の給付と療養費の支給などを
行います（金額に変更はありません）。

【「高額医療・高額介護合算制度」が創設】

　同一世帯の被保険者に、医療保険の自己負担と介護保険の自己負
担の両方が発生している場合、これらを合わせた額に、年額で上限
を設け負担を軽減します（下表右側）。

資資格格・自己負担・自己負担・・給付給付

〈年ごとの負担上限額〉〈月ごとの負担上限額〉

高額医療・高額介護
合算制度の
自己負担額

自己負担限度額
外来＋入院
（世帯ごと）

外来
（個人ごと）

６７万円８万１００円＋１％※１
（４万４４００円）※２４万４４００円① 現役並み所得者

５６万円４万４４００円１万２０００円② 一般

３１万円２万４６００円

８０００円

③ 市町村民税非課税
の世帯に属する方

１９万円１万５０００円
④ ③のうち年金受給
額８０万円以下など
の方
※１．医療費が２６万７０００円を超えた場合は、超えた分の１％を加算。
　２．（　）内の金額は、過去１２カ月に３回以上高額療養費の支給を受け４回目以降の場合。

公　費 各医療保険から
支援金

後
期
高
齢
者
の

保
険
料

患
者
の
窓
口
負
担

保 険保　険　料料

　被用者保険の被扶養者だった方（社会保険などで被保険者の被扶養
者だった方）は、これまで保険料の負担がありませんでした。
　しかし、後期高齢者医療制度では、他の方と同様に保険料が賦課さ
れます。
　そこで、まず加入後の２年間は、法令の規定により激変緩和の措置
（※①）が取られます。さらに２０年４月～２１年３月までの１年間は、期
間を限定した軽減策（※②）が実施されます。
※①法令の規定による軽減策
　資格取得日の前日に被用者保険の被扶養者だった場合は、資格取得
の月から２年間、均等割額を５割減額し所得割は課されません。
※②期間を限定した軽減策
⑴２０年４月～９月は、保険料が無料になります。
⑵２０年１０月～２１年３月は、均等割額を９割軽減します。

制度加入直前制度加入直前にに
被用者保険の被扶養者だった方被用者保険の被扶養者だった方へへ

東京都後期高齢者医療広域連合では、ホームページ「東京いきいきネット」http://www.tokyo-ikiiki.net/で、
後期高齢者医療制度の準備状況や制度の概要についてお知らせしています。
こちらも、ぜひ、ご覧ください。

減額される割合減額の基準額

７割３３万円（住民税の基礎控除額）

５割
３３万円（住民税の基礎控除額）＋
２４.５万円×世帯の被保険者の数
（被保険者である世帯主は除く）

２割３３万円（住民税の基礎控除額）＋
３５万円×世帯の被保険者の数

所得割額
（総所得金額等崖３３万円） × 所得割率：６.５６％

※上限額は、被保険者ごとに５０万円になります。
※総所得金額等が３３万円以下の場合は、所得割額はかかりません。

４月から「後期高齢者医療制度」が始まりま４月から「後期高齢者医療制度」が始まりますす

低所得世帯の被保険者への保険料
の軽減措置として、均等割額を軽
減（７割・５割・２割）します。＋

均等割額
３万７８００円＝

年
額

★現役並み所得者になる判定とは…★

　本人または同一世帯の被保険者の課税所得金額が「１４５万円
以上」の場合、現役並み所得者になります。
　ただし、以下の基準に該当する場合は、申請により１割負担
になります。
　同一世帯の被保険者の収入合計が①単身世帯＝３８３万円未満
　　　　　　　　　　　　　　　　②複数世帯＝５２０万円未満
※２０年７月までは、現在の自己負担の割合が引き継がれます。
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答

問

答

検　査　項　目■■３３ 

特特定定健健診診・・特特定定保保健健指指導導がが始始ままりりまますす
捌 内臓脂肪症候群を予防しよう 捌

「特定健診」は腹囲の計測が検
査項目に加わった新しい健診
（１）で、詳細は2３の通りだよ

害害問い合わせは、国保年金課特定健診・保健指導担当へ。

内臓脂肪症候群（メタボリックシンドローム）とは……
　運動不足、不適切な食習慣、過度の飲酒、喫煙等により内臓に脂肪がたまった状
態（内臓脂肪型肥満）に加え、血糖・血圧・血中脂質のうち、いずれか２つ以上の
数値が基準より高い状態を言います。

なるほど！
その結果をもとに「特定保健
指導」（4）を行うんだね!? 　従来の区民健診検査項目（問診・血圧測定・尿検

査・血液検査・身体測定）に加え、内臓脂肪の蓄積の
目安となる腹囲の測定を実施します。

　疾病の早期発見に加え、早い段階から生活習慣病を
予防するために行う健診で、各医療保険者が実施しま
す。
　杉並区では、対象者全員へ特定健診の案内と受診券
をお送りします。
　健診は、お近くの指定医療機関で受けることができ
ます。

特　定　健　診■■１１ 

　これまでの区民健診と同様、誕生月の１日から翌々
月の末日まで受診可能です。　
　ただし、４月〜６月が誕生日の方は、２０年度に限り
５月〜６月に受診券をお送りする予定です。

受　診　期　間■■22 

４月から始まる「特定健診」っ
て何のこと？具体的にどんな健
診をするの？

その通り！一人ひとりの生活や
健康状態に応じた生活習慣の改
善を支援するんだよ

　健診結果をもとに、保険者が対象者を特定して実施
する、専門家（医師・保健師・管理栄養士など）によ
る生活習慣改善のための保健指導です。
　支援の対象となった方は、個人の状況に応じて行動
計画をたて、個人もしくはグループによる保健指導を
受けることができます。６カ月の取り組みを通じて、
身体状況や生活習慣の改善をめざします。

特 定 保 健 指 導■■44 

特定健特定健診診・・特定保健指導が始まりま特定保健指導が始まりますす

特定健特定健診診・・特定保健指導メ特定保健指導メモモ
なみきおじさんなみきおじさんのの

※注.「ＢＭＩ」は体格指数の１つで、体重（kg）÷身長（ｍ）÷身長（ｍ）で求めることができます。標準値は２２.０で、その前後は病気になる確率が低いとさ
れています。また、２５.０以上の数値になると、生活習慣病などを引き起こしやすくなります。

問

※国民健康保険以外の健康保険組合などに加入の方
は、加入している保険者に問い合わせください。

yamada-yutaka
線

yamada-yutaka
テキストボックス
未満




